
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ア
ル
ゴ
朝
霞 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬

局
所
沢
中
央
店 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ

ク
リ
ニ
ッ
ク
戸
田
院 

名

称 

所

在

地 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

変

更

事

項 

朝
霞
市
本
町
一―

三
四―

一
ボ
ン
ビ
ラ
ー
ジ
ュ
三
〇

五
号
室 

デ
イ
リ
ー
ケ
ア
セ
イ
ジ
ョ
ー

薬
局 

所
沢
中
央
店 

医
療
法
人
さ
と
う
埼
玉
リ

ウ
マ
チ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ
ク
リ

ニ
ッ
ク 

変

更

前 

朝
霞
市
東
弁
財
一―

二―

一
六
保
ビ
ル
三
階 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬
局
所

沢
中
央
店 

医
療
法
人
リ
ウ
マ
チ
飛
翔
会 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ
ク
リ 

ニ
ッ
ク
戸
田
院 

変

更

後 

福
島 

和
人 

氏

名 

施

術

所 

変

更

事

項 

所
在
地 

深
谷
市
小
前
田
二
六
八
三

―

五
二 

変

更

前 

深
谷
市
小
前
田
二
六
八

三―

九
七 

変

更

後 

d7d6a54c9da66fab73da587def3f6701



 

羽
生
田 

健
太 

加
藤 

有
香 

西
條 
寿
明 

施

術

所 

施

術

者 

施

術

所 

所
在
地 

名

称 

氏

名 
所
在
地 

名

称 

越
谷
市
下
間
久
里
九
六―

四
松
崎
ビ
ル
一
Ｆ 

ワ
イ
ネ
ク
ス
ト
株
式
会
社 

内
藤 

有
香 

上
尾
市
泉
台
二―

一
八―

一
四
上
信
泉
台
ハ
イ
ツ
一

〇
三 

い
ず
み
だ
い
治
療
院 

東
京
都
足
立
区
綾
瀬
二

―

二
〇―

一
二
イ
ー
ス

ト
ビ
ル
二
〇
二 

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
ケ
ア
プ
ラ

ス
株
式
会
社 

加
藤 

有
香 

桶
川
市
北
一―

一
三―

一
三 

西
條 

寿
明 
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